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３歳未満の小児への RS ウイルス抗原定性の算定を認めるよう求める要望書 

 
貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力されていることに敬意を表し

ます。  
さて、現在、RS ウイルス抗原定性は保険適用対象者が①入院中の患者、②１歳未満の

乳児、③パリビズマブ製剤の適応となる患者となっており、それ以外の患者は保険対象

外となっています。しかし、実際には「（RS ウイルスは）最初の一年間で 50～70％以上

の新生児が罹患し、3 歳までにすべての小児が抗体を獲得する」（国立感染症研究所感染

情報センター）とされていて、医療機関からも少なくない数の乳幼児が 1 歳以上になっ

ても RS ウイルスに感染しているという報告があります。乳幼児の成長につれて RS ウ

イルスの感染の危険が低くなることは事実ですが、3 歳までの乳幼児であれば感染の可

能性が高く、一律に 1 歳以上の患者であれば保険適応外とすべきではないと考えます。 
 
医療現場では、RS ウイルスに罹患しているにもかかわらず、保険診療で診察できな

い理由を患者に説明することが難しく、医療機関は対応に苦慮しており、1 歳以上の患

者に対しては医療機関側の負担で RS ウイルス抗原定性を行っている医療機関も少なく

ないと報告されています。医療機関が正当な診療を行い、適切に保険請求できるよう RS
ウイルス抗原定性の算定を 3 歳未満の小児に対して認めるよう改善を求めます。 

 
以上の理由から、早急に下記のように改善されますよう要望いたします。 
                  記 

［要望項目］ 

  RS ウイルス抗原定性の保険適用対象者を「1 歳未満の乳児」とする通知上の文言を

整備し、3 歳未満の小児への RS ウイルス抗原定性の算定を可能にすること。 
                                    以上 

 


